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Ｒ７日向市ひまわり基金事業助成事業助成金交付基準

Ｒ７年４月１日

日向市ひまわり基金事業推進協議会要綱（平成 18 年日向市告示第 218 号 以下「要綱」

という。）第 12 条第２項に規定する日向市ひまわり基金事業（以下「ひまわり基金事業」

という。）の助成事業の助成金の交付基準を次のとおり定める。

（１）助成の対象となる要件

助成の対象となる要件は、次のとおりとする。

①要綱第 11 条の各号に規定する事業の内容に適合している事業であること。

②日向市から同様の助成、補助を受けていない事業であること。

③日向市内で実施される事業であること。

④事業については、営利、政治、宗教を目的としないこと、また助成金の交付を受け

ようとする者は、これらの活動を目的とする団体でないこと。

⑤助成金の交付を受けようとする団体が、日向市暴力団排除条例（平成 23 年日向市

条例第 23 号）第２条第１号に規定する暴力団でないこと、又は同条第３号に規定

する暴力団関係者がいないこと。

⑥事業の実施が当該年度内に終了するものであること。

（２）助成対象事業

助成の対象とする事業は、上記（１）に規定する要件に加え、次の要件を満たして

いるものとする。

①地域社会に直接還元される事業または広く一般市民に公開される事業であること。

②団体又はグループの運営費的な事業でないこと。

③５人以上の会員で組織された団体によって実施される事業であること。

（３）助成の対象となる事業の内容

市民活動団体が市内で行うまちづくり、人づくりのための事業またはそれらに関す

る学習会、研修会など。
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（４）助成対象経費

助成の対象となる経費は、次の表に掲げるとおりとする。

項 目 助成対象 備 考

報償費
講師や出演者等への謝金 ただし、総事業費の 30％を超え

る場合は、30％に相当する額を助

成対象経費とする。参加者への賞品、参加賞

旅 費
・講師等の交通費及び宿泊費

・講師等との会議に要する交通費及び宿泊費

消耗品費
事務用品、材料、道具等の購入または資料の作

成に要する費用

日向市財務規則の規定に準ずる。

（第 166 条 別表第７）

食糧費 外部講師等へのお茶代

団体の所属会員及び事業参加者等

への飲食費や懇親会の経費は助成

対象外とする。

印刷製本費 チラシ、ポスター等の作成、印刷等の費用

燃料費 灯油、ガソリン等の購入費用
団体の所属会員に支給するものは

除く。

光熱水費 電気、ガス、水道料等
団体の所属会員に支給するものは

除く。

通信費 郵便料等
団体の所属会員に支給するものは

除く。

広告費 新聞広告料等

手数料 振込手数料等

保険料 イベント等の開催時に加入する保険料等

使用料・賃借料
会議やイベント等で使用する施設使用料、物品

の賃借料等

委託料 専門的知識、技術等を要する業務の委託費用
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（５）審査

審査は、日向市ひまわり基金事業推進協議会要綱第 14 条及び審査要領の規定に基

づき以下のとおり行う。

①欠格審査

「（１）助成の対象となる要件」に掲げる要件をすべて満たしているか審査する。

②助成対象額の算出

申請された助成事業費の総額から次に掲げる経費を差し引き、助成率３／４を乗

じて適正な助成対象額を算出する。なお、助成額の上限は 150,000 円とする。

ア．助成対象経費以外の経費

イ．助成対象経費の内、過大見積もりの経費

③書類審査

ア．書類審査は、３名以上の審査委員が以下の項目について行う。

イ．審査得点は、審査を行った審査委員の平均点とする。

ただし、事業が学習会・研修会・講演会等の場合は、次のとおり換算した結

果を審査得点とする。

審査項目 倍率 配点

１ コミュニティの波及効果等があり、市の活性化につながる事業であるか。 2.0 10.0

２ 継続性、発展性が見込まれる事業であるか。 1.5 7.5

３
市の特色を生かすための、独自の観点や工夫等か見られるか。

（※事業が学習会、研修会、講演会等の場合は除く。）
1.0 5.0

４ 市のイメージアップ、情報発信につながる事業であるか。 1.0 5.0

５ 先駆性、独創性の感じられる事業であるか。 1.0 5.0

６
団体の公益性、運営の透明性、事業の企画力と実施能力が認められ、自己努

力による資金確保が認められるか。
1.5 7.5

７ 事業に計画性と実現性が認められるか。 1.0 5.0

８
事業の目的、内容等に対する経費の使途、積算に、整合性と妥当性が認めら

れるか。
1.0 5.0

計 50.0

計（※事業が学習会、研修会、講演会等の場合） 45.0

審査得点 ＝ （書類審査得点） × 50 点 ÷ 45 点
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④助成額の決定

②で算出した適正な助成対象額に、上記③により算出した審査得点に対する下記の

査定率を乗じたものを助成額とする。

（６）助成額の確定

事務局は、要綱第 16 条の規定により提出された実績報告に基づき、助成金の額の

確定を行い助成決定団体に通知する。また、助成金の額の確定により減額すべき助成

金が認められた場合は、同時に通知する。

①助成金確定額の決定

{(実績報告総事業費－助成対象外経費)×(助成率３／４)}×(助成金交付決定時の査定率)

上記で算出された額と交付決定を受けた額を比較し、いずれか低い方を助成金確定額

（千円未満を切り捨て）とする。(※)の助成額上限は 150,000 円で計算する。

≪ 計算例 ≫ ※助成額は千円未満切捨

①交付決定額

事業費:18 万円 × ３／４ × 90％ ＝ 121,500円 ≒ 121,000 円

②実績報告後の助成金額計算

(総事業費:18万円 ― 対象外経費:3万円)× ３／４ × 90％ ＝ 101,250円 ≒ 101,000円

➣ ①交付決定額：121,000 円 ＞ ②実績報告後の算出額：101,000 円 ※②が助成金確定額

②減額すべき助成金額の決定

助成金確定額を算出した結果、助成金交付決定額を助成金確定額が下回った場合、そ

の差額を減額すべき助成金額とする。

得 点 適正な助成額に乗じる査定率

４０点超 ～ ５０点満点 １００％

３５点超 ～ ４０点 ９０％

３０点超 ～ ３５点 ８０％

２５点以上 ～ ３０点 ７０％

０点 ～ ２５点未満 ０％

(※)


